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お 知 ら せ 

令和 8 年 3 月 31 日 

 

 

令和 8年度診療報酬改定に係る歯科診療行為マスターの変更等について 

 

○ マスターファイルの変更点等 

  現時点におけるマスターファイルの変更点並びに対応状況は次のとおりです。 

項番 項目名 内容 備考 

３ 歯科診療行為

コード 

新設、廃止及び変更 内訳は公表マスターの項番

１「変更区分」を参照。 

３：新規 ５：変更 ９：

廃止 

３６ 

～ 

４５ 

施設基準①～

⑩ 

今回の公表では未対応 4月中旬までに更新予定 

１３ 

１４ 

旧点数 

予備 

旧点数を廃止し予備へ変更する  

６４ 予備４ 

歯科物価対応

料区分 

歯科物価対応料に関する診療行為であるか否かを表

す。 

 

０：「１」及び「２」以外の診療行為 

１：歯科物価対応料自体 

２：歯科物価対応料に関する診療行為 

 

 

P100歯科物価対応料の追

加に基づき追加 

 

3月 31日更新 

６５ 

 

予備５ 

歯科物価対応

料グループ区

分 

歯科物価対応料を算定できる診療行為のグループ区

分を表す。 

 

０００：「１」から「５００（予定）」以外の診療行

為 

００１：歯科外来物価対応料（初診時） 

００２：歯科外来物価対応料（再診時等） 

００３：急性期病院Ａ一般入院料を算定する場合 

００４：急性期病院Ｂ一般入院料を算定する場合

（ハの場合を除く。） 

００５：急性期病院Ｂ一般入院料及び看護・多職種

P100歯科物価対応料の追

加に基づき追加 

 

3月 31日更新 
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項番 項目名 内容 備考 

協働加算を算定する場合 

００６：急性期一般入院料１を算定する場合 

（以下、省略・・・） 

 

 

６７ 

～ 

７６ 

予備 未使用：「0」を設定する。 項番６６（公表順序番号）

の後ろに予備項目を追加 

※追加となった項目は、項番６４、６５、６７から７６となりますが、追加以外にも内容が変更とな

った項目もあるため、詳細については、本日公表の「レセプト電算処理システムマスターファイル仕

様説明書」をご確認ください。 

 

 


